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はじめに 

 

平成３１年４月２２日、公金横領等により本市教育委員会事務局職員を懲戒

免職処分とした不祥事事案を公表しました。この職員が引き起こした公金横領

等の事案は、法令を遵守し職務を遂行しなければならない立場にある公務員と

してあるまじき行為です。 

 

このような不祥事を起こし、市民及び関係者の皆様の信頼を裏切ってしまっ

たことを重く受け止め、市ではこうした事案が二度と起こらないよう、再発防

止策を講じ、市民及び関係者の皆様の信頼回復に努めるため、５月２２日に我

孫子市公金横領等再発防止検討委員会を設置しました。 

同委員会において、事案の全体像を把握し原因を究明するとともに、市の全

ての課を対象に、公金等の取扱いに関する調査を実施し、現状の把握を行いま

した。 

 

これらの調査を基に、再発防止策の検討を進め、検討の際には、アドバイザ

ーとして、顧問弁護士及び有識者の助言により市役所内の検討にとどまらず、

専門家の視点を取り入れ、報告書をとりまとめました。 

 

今後は、より実効性と継続性のある再発防止策を職員一人一人が取り組み、

市民及び関係者の皆様の信頼回復に向けた努力を積み重ねていく必要がありま

す。 
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１ 事案の概要について 

 

（１） 経緯 

 

事案は、平成３１年２月１８日、市内の業者より文化・スポーツ課に 

「市民文化祭事業費の請求書を送付しているが入金されていない」と

の連絡が入ったため、市民文化祭の支払いに係る調査を行ったところ、

当該案件については、業者の勘違いよるもので既に支払い済みであった。 

しかし、その調査の過程において、市民文化祭委託費について不正と

思われる処理が行われていることが発覚した。その後、文化・スポーツ

課による調査や元職員（当時文化・スポーツ課主査長）及び関係者に対

する事情聴取により、以下の事実が明らかとなった。 

 

 

（２） 事実確認内容 

 

元職員が文化・スポーツ課に在籍していた平成２１年度から平成３０

年度まで、自身が業務上で管理する市民文化祭委託費の不適切な取扱い

について、次のとおりの事実を確認した。 

（ア） 平成２２年度から平成２９年度までの間、市民文化祭実行委員 

会の通帳から市民文化祭舞台演出に係る委託費として引き出した

現金のうち計 4,348,080円を請負業者に支払わず横領し、自身の生

活費や遊興費の一部に充てた。 

（イ） 平成２２年度から平成２９年度までの間、上記（ア）の穴埋めを

意図して、請負業者に偽った請求書の件名を指定し作成させ、その

請求に基づき作成した支出命令書により、計 4,348,080円を本来支

出すべきでない市の予算から支出した。 

（ウ） 市民文化祭実行委員会の通帳から、平成３０年度の市民文化祭舞

台演出に係る委託費として引き出した現金のうち、請負業者に直ち

に支払うべき 524,880円を紛失した。（紛失したとされる 524,880

円については、平成３１年３月１８日に自身の机の中で発見され、

返還されている。） 
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（エ） （ウ）の紛失の発覚を防ぐため、直属の上司である課長補佐の印

鑑を許可なく使用し、課長の代決を自ら行い作成した支出命令書

により、平成３１年１月３１日に２件、２月７日に１件の計３件

に分けて計 524,880 円を本来支出すべきでない市の予算から支出

した。 

 

（３） 発生の原因 

 

今回の公金横領等の事案は、業務上管理する関係団体の金銭を横領し

たことやその横領の発覚を防ぐために、市予算から支出するため虚偽の

支出命令書を作成し、行使するといった犯罪行為を行った元職員の公務

員倫理の欠如、反社会性が最大の原因であるが、事案発生を未然に防止、

又は早期に発見できなかった組織にも大きな問題がある。処分に当たり、

一連の事案発生の原因について確認を行い、平成１９年に発生した「公

金等の横領事案」の発生原因と同様の原因があると考えられた。 

 

ア 直接の原因 

直接の原因は、業務上管理していた関係団体の金銭を横領するという決

して許されない反社会的行為をしたモラルを欠いた職員が存在したこと

である。 

 

イ 不適正な予算管理 

各種団体の多くは、経理事務を専門に行う担当者を配置していないこと

から、関係する市職員が事務を担っている傾向がある。 

今回の事案では、市の委託事業として実行委員会が受託したにもかかわ

らず、実際の経理事務は市の職員 1人が担っていた。また、団体による予

算執行時の確認や監査も行われていなかった。 

 

ウ ルールの形骸化 

各種実行委員会等で市が会計を担当している場合における現金や会計

処理は、公金に準じて取り扱われるべきであるが、それらをマニュアル等

ルール化はしたものの、形骸化が進み、管理も不十分であった。 

 

エ 金銭の取扱いが１人の職員に集中 

ルール化したにもかかわらず、１人の職員に金銭の取扱い事務や管理が

集中することを許していた。また、職員間の相互牽制も働かず、結果とし

て、業務上横領が防げなかった。 
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オ 不十分であった監督責任 

上司は「業務の遂行」についての監督責任があるが、業務の把握や指導

等が不十分であった。また、上司の定期的なチェックがきちんとなされて

いなかった。 

 

カ 情報の共有化の不徹底 

課内の職員間において事業や金銭の取扱いについての認識や情報の共

有化が不十分であった。 

 

キ 法令遵守の不徹底 

法令遵守が徹底されていなかった。公金等の取扱いにおいて、財務規則

などの定めどおりに実行されていないものがあった。 

 

 

（４） 処分の内容 

 

教育委員会事務局職員の不祥事事案に関する職員の処分内容は次の

とおりである。 

 

ア 公金横領等をした職員  処分年月日：平成３１年４月２２日 

    生涯学習部付け（元文化・スポーツ課主査長） 懲戒免職       

 

イ 関係職員の処分     処分年月日：令和元年５月１５日 

文化・スポーツ課長   減給（１０％、１箇月） 

    文化・スポーツ課主幹  減給（１０％、１箇月） 

    生涯学習部長      訓告 

    文化・スポーツ課主査  訓告 

（前生涯学習部長） 
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２ 公金等の管理方法に関する調査 

 

 全課を対象に、業務で現金等（公金、切手等）を取り扱う業務と市の主催

や共催で、事務局として会計等を担当している事業について、６月７日付け

で現状の調査を行った。 

 その結果、郵便切手等の管理について、規程等により取扱いが定められて

いるにもかかわらず、各課で独自に管理しているなど規定条項の違反が見ら

れた。 

我孫子市財務規則の適用を受けない現金等（以下「準公金」という。）に

おいては、市が会計を行う根拠が不明確なものや、受払に係る出納簿等の台

帳の未整備や受払に係る伝票の処理がなされていないものが見られた。現金

や通帳等においても、各所属で様々な方法によって管理されており、一定の

ルールを定めた上で、管理していく必要がある。 

 

調査結果 

ア 現金等（公金、切手等）を取り扱う業務 

１４１件 

  イ 市の主催や共催等で、事務局として会計等を担当している事業 

４２件 
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３ 再発防止策について 

 

平成１９年度と合わせ、二度にわたり、現金取扱事務において業務上横領と

いう非違行為が発生してしまった。いずれの場合も準公金に手を付け、その穴

埋めとして、請求書や伝票を操作して公金を横領するといった手口であった。 

そのため、公金ではない現金等を扱う場合のルール化を徹底するとともに、

請求書や伝票を扱う際に非違行為を行うことができない組織体制づくりが重

要となる。 

市民及び関係者の皆様からの信頼を回復するための手段は、公金、準公金問

わず現金を取り扱う全ての部署で、適正に業務を行い、年月が経過しても形骸

化することなく、各組織に再発防止策を定着させることが必要と考え、次のと

おり再発防止策を提言する。 

 

（１） 準公金取扱要領の制定 

   市職員が市政運営上の必要により取り扱う準公金について、「我孫子

市準公金取扱要領」を定め、取扱いの基準及び手続に関する必要な事項

を明示し、準公金の会計処理等の適正化と事故防止を図る。 

   「我孫子市準公金取扱要領」では、我孫子市財務規則の適用を受けな

い現金等を「準公金」と定義し、準公金を管理する際の留意点、管理責

任者、取扱担当者等の指名とその責務を規定するとともに、準公金の保

管や出納のルールについても規定していく。 

   適正に処理されているかの管理については、総務部総務課において、

継続的に確認を行っていくものとする。 

  ア 準公金の管理 

    管理責任者を所属長とし、取扱担当者、取扱補助者を指名し、その責任

を明示する。その際、同一の担当者が長年にわたり取扱担当者となること

を避けるため、その任期についても定めるものとする。 

    この管理方法は、公金を取り扱う場合も同様の対応を図るものとする。 

  イ 準公金の保管 

    現金の保管はもちろんのこと、管理すべき通帳や通帳印、その他金券や

郵券類についての保管に係るルールを定める。 

  ウ 準公金の出納 

    準公金の出納の際、書面による決裁を受け、原則口座振替とする。また、

やむを得ず現金を扱う場合には、ルールを定める。 

    また、出納簿などの帳簿を整備し、出納の際の決裁責任者の伺書、その

保存年限などを定める。  
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（２） 不正な伝票の防止策 

     不正な伝票処理の防止策として、発注から伝票の起票までの過程に

おける事務処理を複数名で行うこととする。具体的には、発注した者の

みが納品や完了の確認を行わず、複数の者が関わることとする。伝票の

起票は、納品等の確認者は行えないこととし、複数の者がその支出に関

わることで不正支出に対するリスクの低減を図る。 

     なお、伝票における代決は、後日、決裁責任者の確認が困難なことか

ら原則認めないこととする。ただし、どうしても代決が必要な場合は、

決裁責任者が課長以下の伝票については、代決者が署名した理由書を

添付し、伝票の持参を義務付ける。また、準公金についても、同様に代

決が行われた場合は必ずその事実を決裁責任者に報告し、理由書に確

認した旨、後日押印するものとする。 

 

 （３） 印鑑の管理について 

     今回の事案では、管理職の不在時に決裁印を押印されたということ

を踏まえ、今後は管理職のみならず全ての職員が、自身の印鑑について

は非違行為に利用されない管理を徹底していくものとする。 

 

 （４） 公益通報や職員の相談窓口の積極的な利用 

     「我孫子市市政に関する公益通報事務取扱要綱」に定める公益通報制

度を職員に周知啓発する。また、多くの職員の声を集めることができる

職場環境を作ることも非違行為に対する抑止力の一つとして考え、「我

孫子市市政に関する公益通報事務取扱要綱」に定める公益通報以外に

も事務の執行する上での不安を感じたり、懸念を抱いた場合は、上司を

通じてあるいは直接、相談窓口である総務部総務課において通報を受

けることとする。 

 

 （５） 職員研修の実施 

     今回の不祥事において、職員個人の公務員倫理、遵法意識の低下が大

きな原因であったが、各職場においてその業務を統括すべき部・課長職

の管理監督者が役割意識をもって業務にあたっていれば、未然に防ぐ

ことも可能であったと思われる。このことから、総務課は、現在も実施

している階層別研修等の充実をさらに図り、法令遵守はもちろん、公務

員倫理、服務規律を備えた職員の育成を行う。 

     また、各課においても、年度当初に、公金、準公金について課内研修

を行い、所属する課で取り扱う現金等についての共通理解を深めるこ

ととする。 
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（６） 内部統制制度の導入 

準公金の取り扱い業務は、現金等を不正支出するリスクを伴う業務で 

あり、万が一不正支出された場合は、社会的信用など市に与える影響は極  

   めて大きいものである。 

行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくため 

には、市が予めリスクを伴う業務を認識し、そのリスクの発生を未然に防  

ぐ、又は発生する可能性を低減する対応策を講ずるなど組織的な取組み 

が必要である。 

地方自治法の改正により、指定都市以外の地方公共団体は、内部統制制 

度の導入については努力義務とされているが、今後、市でも、内部統制制 

度の導入に向け検討していく必要がある。  
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４ 有識者からの助言 
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意見書 

 

中央学院大学法学部 准教授 清水正博 

 

 一般的な企業における現金等の横領の防止策としては、出金伝票およびその

承認の手続き、制度作り、経理担当者等が一人で預金等の引き出しができないよ

うにする、小口現金の管理の厳格化、定期的な通帳等の確認などが考えられる。

そして、企業の規模や取り扱う金額などに応じて、複合的な監査、チェック体制

を整えることも必要となってくる。 

 しかしながら、最終的な目的としての公金横領等をさせない体制作りとして、

あまりに厳格化を進めていくと、意思決定の遅さ、代金等の支払いまでの期間が

実態経済の動きと合わず、不合理な結果が生じる可能性があり、この点について

も留意することが必要となってくる。 

 また、公金横領等の再発防止を考えるにあたり、地方公共団体における公金横

領等は間違いなく「リスク」であり、この「リスク」管理、リスク管理体制の問

題ということもできる。 

 企業においても様々な「リスク」が存在し、事業の規模、特性等に応じたリス

ク管理体制が必要であり、このことは内部統制システムの整備の問題として、会

社法３４８条３項４号、３６２条４項６号、３９９条の１３第１項１号ハ、４１

６条１項１号ホで体制作りを要求されている会社もある。 

 このような状況の下、地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第

５４号）により、地方公共団体においても内部統制制度の導入が図られることと

なった。 

 具体的には、改正地方自治法１５０条１項では、都道府県知事及び２５２条の

１９第１項に規定する指定都市の市長はその担任する事務のうち、①財務に関

する事務その他総務省令で定める事務、②①のほか、その管理及び執行が法令に

適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都

道府県知事又は指定都市の市長が認めるものの管理及び執行が法令に適合し、

かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要

な体制を整備しなければならない旨規定している。当該規定は令和２年４月１

日に施行されるものであり、我孫子市は地方自治法２５２条の１９第１項に規

定する指定都市に該当しないため、直ちに内部統制制度の導入を検討する必要

はないが、改正地方自治法１５０条２項では、１項に規定するものと同様のもの

を整備する努力義務を課されている。 

 このことから、我孫子市における公金横領等再発防止の検討にあたっては、改

正地方自治法による内部統制制度の導入を意識する必要があるのではないかと

考える。 

平成３１年３月に総務省から出された「地方公共団体における内部統制制度
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の導入・実施ガイドライン」では、リスク評価の例として「現金の意図的な横領」

が挙げられ、内部統制推進部局、内部統制評価部局それぞれのリスク識別・評価

作業等の一連のプロセスが必要とされていることが窺える。当該ガイドライン

を参考としつつ、公金横領等の再発防止策を特定の事象のみを対象として検討

するのではなく、内部統制制度のリスク評価の一連のプロセスを意識して作り

あげることも重要であると考える。 
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５ 我孫子市公金横領等再発防止検討委員会 

   令和元年５月２２日付で市長は、職員の法令等遵守の推進を図り、公金横

領等に係る問題の究明及び不祥事の再発防止を徹底する不祥事再発防止策

を検討するため我孫子市公金横領等再発防止検討委員会を設置した。 

 

（１） 検討委員会の構成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 検討委員会の経過 

     

    第１回検討委員会 令和元年５月２９日 

       協議内容：事案の概要、調査検討方法について 

 

    第２回検討委員会 令和元年６月２４日 

       協議内容：原因の究明、調査結果の検証について 

 

    第３回検討委員会 令和元年７月 ３日 

      協議内容：調査結果、準公金等の取扱いについて 

 

    第４回検討委員会 令和元年７月１６日 

       協議内容：再発防止策、報告書案について 

 

    第５回検討委員会 令和元年７月３１日 

       協議内容：有識者等の意見を反映した報告書案について 

 

    

職   名 氏  名 備  考 

総務部長 廣 瀬 英 男 委員長 

文書管理課長 磯 岡 光 夫  

財政課長 山 元 真二郎  

会計管理者 丸 山 正 晃  

監査委員事務局長 岡 本 伸 一  

教育総務部総務課長 森 田 康 宏  
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参考資料 

 

我孫子市公金横領等再発防止検討委員会設置要領 

 

（設置） 

第１条 本市職員による公金横領、文書偽造及び詐欺（以下「公金横領等」とい

う。）に係る不祥事が起きたことを重く受け止め、職員の法令等遵守の推進を

図り、公金横領等に係る問題の究明及び不祥事の再発防止を徹底する不祥事

再発防止策（以下「再発防止策」という。）を検討するため、我孫子市公金横

領等再発防止検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会の任務は、次の掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告す 

ることとする。 

（１） 事件発生に係る事実関係の検証に関すること。 

（２） 前号の検証結果に基づく再発防止策の検討に関すること。 

（３） 職員の法令遵守の意識を高めるための方策の検討及び推進に関する

こと。 

（４） その他再発防止策の策定に必要な事項の調査及び研究に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、総務部長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる所属職員のうちから総務部長が指名する。 

（１） 文書管理課 

（２） 財政課 

（３） 会計課 

（４） 監査委員事務局 

（５） 教育総務部総務課 

（任期） 

第４条 委員の任期は、公金横領等に係る原因の究明及び再発防止策を取りま

とめた報告書を策定するまでの間とする。 

（会議） 

第５条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

  



- 15 - 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、決裁の日から施行する。 

 （失効） 

２ この要領は、第２条の規定による報告が行われた日をもって、その効力を

失う。 
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我孫子市準公金取扱要領（案） 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、職員(再任用職員、非常勤職員及び臨時的に任用される職

員を含む。以下同じ。)が市政運営上の必要により、取り扱う準公金について、

取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計

処理等の適正化と事故防止を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要領において「準公金」とは、我孫子市財務規則（昭和６２年規則

第９号）の適用を受けない現金、預貯金、金券等（以下「現金等」という。）

で、職員が職務上、出納又は保管するもののうち次に掲げるものをいう。 

（１）  市が構成員となっている協議会、協会、実行委員会等（以下「団体」

と総称する。）の所有に属する現金等 

（２）  事務を所管する課等に事務局等が設置されている団体の所有に属す

る現金等 

（３）  規約、会則等により、市の機関に管理を任せている団体の所有に属

する現金等 

（４）  前３号に掲げるもののほか、実費として徴収した現金等又は私人の

所有に属する現金等 

 （準公金の管理） 

第３条  準公金は、当該準公金を保有する団体に係る事務を所管する課等の所

属長（以下「準公金管理責任者」という。）が管理する。 

２ 準公金管理責任者は、年度当初にその管理する準公金ごとに、その所属す

る職員のうちから、準公金の管理に関する事務を処理させる職員（以下「準公

金取扱担当者」という。）及び準公金取扱担当者を補助する職員（以下「準公

金取扱補助者」という。）を指名するものとする。 

３ 準公金管理責任者は、準公金取扱担当者の指名に当たり、３年を超えて同

一の準公金につき同一の職員を指名し、及び複数の準公金について同一の職

員を指名してはならない。ただし、取り扱う準公金の数、所属の職員数等の事

情により、これにより難いと所属長が認めたときは、この限りでない。 

４ 準公金管理責任者、準公金取扱担当者及び準公金取扱補助者は、当該準公

金を保有する団体の理事、監事その他の役員になることができない。 
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 （準公金管理責任者の責務） 

第４条 準公金管理責任者は、準公金を公金の取扱いに準じて、適切かつ厳正

に取り扱わなければならない。 

２ 準公金管理責任者は、準公金取扱担当者及び準公金取扱補助者の指導及び

監督をするとともに、定期的に事務分担を見直し事故防止に努めなければな

らない。 

３ 準公金管理責任者は、準公金について職員が取り扱う妥当性及び必要性を

常に検証し、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。 

４ 準公金管理責任者は、準公金に係る収入、支出及び精算行為について適正

に処理されているか確認するとともに、年２回以上定期的に出納に関する証

拠書類を点検し、その結果を所属部等の長に報告しなければならない。 

 （準公金の保管等） 

第５条 準公金は、金庫、施錠することができる保管庫その他の安全な場所に

保管しなければならない。 

２ 預貯金の払戻し等に使用する通帳印は準公金管理責任者が直接管理するも

のとし、預貯金の通帳と異なる場所に保管しなければならない。 

３ 預貯金の払戻し等に使用するキャッシュカードは、準公金の管理に際し、

真にやむを得ない特別の事情がある場合を除き、作成してはならない。ただ

し、やむを得ずキャッシュカードを作成した場合は、準公金管理責任者が直

接キャッシュカードを管理するものとし、預金の払出し等に使用する都度、

準公金取扱担当者に直接手渡すものとする。 

４ 準公金取扱担当者が交代するときは、事務引継ぎの際、準公金管理責任者

の立会いの下、新たな準公金取扱担当者に準公金を引き渡すものとする。 

５ 準公金管理責任者が交代するときは、事務引継ぎの際、新たな準公金管理

責任者に現金、通帳、通帳印、キャッシュカード等を引き渡すものとする。 

 （準公金の出納） 

第６条 準公金の出納は、当該準公金を保有する団体の定めた事務処理基準に

基づき、所定の手続による団体の意思決定を経なければ、行うことができな

い。 

２ 前項の意思決定は、書面による決裁により行うものとする。この場合にお

いて、決裁文書には、請求書、領収書その他の収入又は支出に係る証拠書類を

貼付し、保管するものとする。 

３ 準公金の出納は、原則として口座振込により行うものとする。ただし、やむ

を得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

４ やむを得ず現金を取り扱う場合は、収入金にあっては直ちに口座に入金し、

支出金にあっては速やかに債権者に支払うものとする。なお、収入する場合

にあっては領収書を発行し、支出する場合にあっては領収書を徴さなければ

ならない。  
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５ 準公金を保有する団体が発行する領収書には連番を付し、未発行のものに

ついては、施錠できる場所に保管するものとする。誤記した領収書について

も、また同様とする。 

 （帳簿の備付け等） 

第７条 準公金管理責任者は、その取り扱う準公金ごとに、金銭出納簿（様式第

1号）を標準様式として備え付けなければならない。 

２ 前条第２項の決裁は、収入伺書（様式第２号）及び支出伺書（様式第３号）

をそれぞれ標準様式として行うものとする。 

３ 準公金取扱担当者及び準公金取扱補助者は、原則として月に１回、金銭出

納簿又は準公金受払簿と預金口座通帳又は準公金の現物を突合することによ

り、準公金の額又は数量の確認をし、準公金管理責任者の確認を受けなけれ

ばならない。 

４ 準公金管理責任者は、第１項及び第２項に規定する書類、収入に係る領収

書の控え、支出に係る領収書、預貯金口座の通帳その他の準公金の管理に係

る証拠書類を、当該準公金を保有する団体の会計年度終了後、１０年間保管

しなければならない。 

（補則） 

第８条  この要領に定めるもののほか、準公金の会計事務に関し必要な事項は、

公金の取扱いに準じて取り扱うものとする。 

 

附  則  

この要領は、令和元年〇月〇日から施行する。  
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様式第１号（第７条関係） 

 

金 銭 出 納 簿 

 

事業の名称  

単位：円 年 度 年度 

月 日 摘 要 伝票番号 収入金額 支出金額 差引残額 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(記載上の注意事項) 

 １ 支出伝票，収入伝票ごとに日付，金額等を記入すること。 

 ２ 差引残額は，預金通帳の現在高と照合・確認ができるように常に整理して

おくこと。 
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様式第２号（第７条関係） 

収 入 伺 書  

    

課  長 
（準公金管理責任者）  準公金取扱担当者 準公金取扱補助者 

        

 次のとおり収入してよろしいか。 

伝票番号  
収 入 金 額 円 

事業の名称  

会計年度 年度 

明

細 
内 容 金 額(円) 

会計科目  

  

  

  

起 票 日 年  月  日   

収 入 日 年  月  日   

収入方法 
□ 現 金 納 入 

□ 口 座 振 込 

  

  

 摘 要   

合 計  

相

手

方 

住 所  

氏 名 
(名称)  

口

座

振

込 

金 融 機 関   

支 店 名   

預 金 種 別   

口 座 番 号   

口座名義人   

(注意事項) 

 １ 入金を確認できる書類は，この伝票に貼付し保管すること。 

 ２ 収入金額は，必ず現金出納簿に転記すること。 
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様式第３号（第７条関係） 

支 出 伺 書  

 

課  長 
（準公金管理責任者）  準公金取扱担当者 準公金取扱補助者 

        

 次のとおり支出してよろしいか。 

伝票番号  
支 出 金 額 円 

事業の名称  

会計年度 年度 

明

細 
内 容 金 額(円) 

会計科目  

  

  

  

起 票 日 年  月  日   

支 出 日 年  月  日   

支払方法 
□ 現 金 払 い 

□ 口 座 振 込 

  

  

 摘 要   

合 計  

相

手

方 

住 所  

氏 名 
(名称)  

口

座

振

込 

金 融 機 関  

支 店 名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

口座名義人  

(注意事項) 

 １ 請求書，領収書は，この伝票に貼付し保管すること。 

 ２ 支出金額は，必ず現金出納簿に転記すること。 

 


